
 

 

事  務  連  絡 

令和２年 12 月 14 日 

 

別記 御中 

 

厚生労働省老健局高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

老 人 保 健 課 

 

 

介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について 

 

 平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力を賜り、厚く御礼申し上

げます。 

 介護サービスは、利用者の方々やその家族の生活に欠かせないものであり、感

染症や自然災害が発生した場合であっても、利用者に対して必要なサービスが

安定的・継続的に提供されることが重要です。 

必要なサービスを継続的に提供するためには、また、仮に一時中断した場合で

あっても早期の業務再開を図るためには、業務継続計画（BCP）の策定が重要で

あることから、今般、その策定を支援するため、介護施設・事業所における業務

継続ガイドライン等をとりまとめたところですので、貴会におかれましては、別

紙の内容についてご了知いただくとともに、会員各位へ周知についてご協力を

お願いいたします。  

※ 介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等は、以下の厚生労働省

ホームページに掲載しております。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig

o_koureisha/taisakumatome_13635.html 

 

 

【別紙】 

「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」（令和２年 12月

14日老高発第１号・老認発第１号・老老発第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html


 

 

（別記） 

公益社団法人 全国老人保健施設協会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

日本介護医療院協会 

公益社団法人 日本看護協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

一般社団法人 全国デイ・ケア協会 

一般社団法人 日本訪問リハビリテーション協会 

一般社団法人 日本リハビリテーション病院・施設協会 

一般社団法人 日本言語聴覚士協会 

一般社団法人  日本作業療法士協会 

公益社団法人  日本理学療法士協会 


